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再意見書 

 

 

平成２１年７月１３日 

 

情報通信行政・郵政行政審議会 

 電気通信事業部会長 殿 

 

 

 

郵便番号 １０４－００３２ 

住所 東京都
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中央区
ちゅうおうく

八丁
はっちょう

堀
ぼり

１－７－２茅場
か や ば

町
ちょう

第２
だ い ２
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氏名 株式
かぶしき
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ＤＯＭＩＲＵ
ど み る

 

常務取締役 笹田
さ さ だ

 亮
りょう

 

電話番号  

メールアドレス  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２１年５月２６日付け情郵審第３０１３号で公示された接続約款の変更案に関し、別紙のとおり

再意見を提出いたします。 
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（別紙） 

１．はじめに 

平成２１年６月３０日に総務省より広報された「東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会

社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更案に対する意見募集の結果及び再意見の募集」に基づ

き、意見書を提出させていただきます。 

弊社としては、上記で公表された意見に関して、社団法人日本インターネットプロバイダー協

会（ＪＡＩＰＡ）殿の見解に概ね賛同するものですが、今回、いわゆるローミング事業者として

再意見を提出させて頂きます。 

 

２．トンネル方式とネイティブ方式の併存について 

 現在申請されている条件で、トンネル方式とネイティブ方式が共に認可されるとなると、我々

ローミング事業者はネイティブ方式提供事業者の３社に選定されない限り、事業継続は困難であ

ると予想されます。懸念点としては以下を考えています。 

(ア) トンネル方式は「アダプタ」をユーザー負担としており、トンネル方式を採用したローミン

グサービスを利用するＩＳＰは、ネイティブ方式で提供されるローミングサービス採用ＩＳ

Ｐに比べ、コスト面で著しく不利であり、トンネル方式ローミング事業者や傘下ＩＳＰは存

続することは不可能と予想されます。 

(イ) ネイティブ方式の網内折り返し機能を利用するトラフィックは、トンネル方式のインターネ

ット接続となるトラフィックと比較して、低コストであり公平な競争を阻害する恐れがある。 

(ウ) ネイティブ方式は、事業者選定後３社とＮＴＴ東西とで個別に協議するとされるコストが不

透明であり接続申し込みをするか否かの判断が困難である。しかしながら、個別協議での恣

意的な価格設定で、トンネル方式事業者不利益を被る可能性を考慮すると、ネイティブ方式

に対して接続申し込みを申請せざるを得ない状況に追い込まれている。 

 

３．トンネル方式について 

 トンネル方式の接続方法は、現在のフレッツ網との相互接続と同様の方式であり、不明瞭な点

は少ないと考えられます。 

 但し、アダプタ費用のユーザー負担は現実的ではなく、再考を求めます。 

 

４．ネイティブ方式について 

 現時点で不確定な要素（技術的・コスト的）が多く存在しているため、判断が難しいと考えて

います。特に、本来であれば広く接続を受け入れるべき相互接続の基本概念に沿わない３社限定

である点など、技術的な問題を解決して多数の接続を実現できるようになった段階で開始すべき

と考えます。 

 ３社とされる事業者選定の方法について、ルールが曖昧であり再考を求めます。申請内容によ

れば、接続を希望している事業者自身が提供しているアカウント数は、集計に含めないとされて

いますが、その親会社・子会社が申請した場合はどのように判断されるのか、など不明瞭な点が

多く改善を求めます。  
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５．要望 

 トンネル方式、ネイティブ方式が併存する場合、エンドユーザーの費用負担において、アダプ

タ費用の有無で差異が発生し、大きな混乱が予想されます。第一に、ユーザーの費用負担が公平

となるように変更を求めます（すなわち、アダプタ費用の廃止）。 

 第二に、ネイティブ方式については技術的な問題とされている、接続事業者数の３社制限など

に関しては、問題を解決してから接続を開始するべきと考えます。いわゆるマルチプレフィック

ス問題についても、３社と協議との姿勢ですが本来はＮＴＴ東西の責任で解決すべき問題です。 


